
か
ぜ
を
ひ
い
て
医

療
機
関
で
受
診
す
る

場
合
に
、
受
付
窓
口

で
診
察
券
と
と
も
に

健
康
保
険
証
を
提
示

し
て
い
ま
せ
ん
か
。

医
療
機
関
の
方
か

ら
提
示
し
て
下
さ
い

と
言
わ
れ
た
か
ら
、

と
い
っ
て
も
個
人
情

報
満
載
の
保
険
証
を

い
と
も
た
や
す
く
提

示
す
る
の
は
、
な
ぜ

で
し
ょ
う
。
仮
に
提

示
し
な
け
れ
ば
ど
う

な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
も
そ
も
健
康
保

険
証
っ
て
何
の
た
め

に
必
要

な
の
で

し
ょ
う

か
。

診
察
後
、
会
計
窓
口
で
受
け
取
っ

た
領
収
証
に
「
保
険
分
合
計
（
円

表
示
ま
た
は
点
数
表
示
）
」
「
負

担
割
合
〇
割
（
ま
た
は
〇
〇
％
）
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ご
存

知
で
す
か
？

こ
の
「
保
険
分
合
計
（
円
表
示

ま
た
は
点
数
表
示
×

10
）
」
に

「
負
担
割
合
〇
割
（
ま
た
は
〇
〇

％
）
」
を
乗
じ
た
金
額
を
窓
口
で

支
払
っ
て
い
ま
す
。
負
担
割
合
は
、

保
険
者
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、

協
会
け
ん
ぽ
の
場
合
で
は
70
歳
未

満
の
方
は
3
割
、
未
就
学
児
の
方

と
70
歳
以
上
か
つ
一
定
の
所
得
以

下
の
方
は
2
割
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
図
参
照
）

健
康
保
険
証
を
提
示
す
る
こ
と

で
、
医
療
に
か
か
っ
た
費
用
＝
医

療
費
の
一
部
を
支
払
い
ま
す
。
残

り
の
費
用
は
、
健
康
保
険
証
を
発

行
す
る
各
保
険
者
が
医
療
機
関
に

支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の

シ
ス
テ
ム
を
「
療
養
の
給
付
」
と

い
い
ま
す
。

療
養
の
給
付
は
、
原
則
と
し
て

現
物
支
給
で
す
。
診
察
や
薬
局
で

薬
を
も
ら
う
こ
と
そ
れ
自
体
を
サ
ー

ビ
ス
（
給
付
）
と
し
て
受
け
る
こ

と
を
い
い
ま
す
。
も
し
仮
に
現
金

支
給
で
あ
れ
ば
、
ど
う
で
し
ょ
う

か
。健

康
保
険
証
を
提
示
し
て
、
医

療
費
全
額
を
医
療
機
関
の
窓
口
に

支
払
っ
た
後
に
、
健
康
保
険
証
発

行
の
各
保
険
者
に
対
し
て
自
己
負

担
の
金
額
を
差
し
引
い
た
残
り
を

返
金
し
て
も
ら
う
手
続
き
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
そ
ん
な
時
間
も
手

間
も
か
か
る
こ
と
は
極
力
避
け
た

い
で
す
よ
ね
。
日
常
な
に
げ
な
く

利
用
し
て
い
る

健
康
保
険
証
で

す
が
、
意
外
な

働
き
を
し
て
い

ま
す
。

次
回
は
、
入
院
時
食
事
療
養
費

と
入
院
時
生
活
療
養
費
に
つ
い
て

掲
載
い
た
し
ま
す
。
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健
康
保
険
証
の

役
割

医
療
費
と一

部
負
担
金

療
養
の
給
付
のメ

リ
ッ
ト

療養の給付

国民健康保険（市町村） 健康保険（協会けんぽ・健保組合）

義務教育就学前：８割

義務教育就学後から７０歳未満：７割

７０歳以上７５歳未満：８割

上記のうち現役並み所得者（現役世代の平均的な課税所得（年１４５万円）

以上の課税所得を有する者）：７割

「
ね
ん
き
ん
」
無
料

相
談
を
始
め
ま
し
た

万
一
の
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
黙
っ

て
待
つ
だ
け
で
は
年
金
を
受
給
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

年
金
事
務
所
や
年
金
相
談
セ
ン

タ
ー
に

★

行
く
時
間
が
無
い
方

★

遠
く
て
行
け
な
い
方

ぜ
ひ
ご
利
用
下
さ
い

（
※
）
受
付
の
み
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

回
答
は
、
受
付
日
の
翌
々
営
業
日
と
な
り
ま
す
。

メールでご相談の方

ＦＡＸでご相談の方

メールアドレス
k-fujita@k-fujita-sr.com

ＦＡＸ番号
075（571)8611

相
談
ご
希
望
の
方
は
、
連
絡
先
・

生
年
月
日
・
性
別
・
で
き
る
だ
け
具

体
的
な
相
談
内
容
を
記
載
の
上
、
左

記
の
方
法
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

お
客
様
の
個
人
情
報
は
、
弊
所
の

個
人
情
報
保
護
方
針
に
基
づ
き
厳
重

に
管
理
い
た
し
ま
す
。



保
険
料
収
入
が
落
ち
込
む
一

方
、
医
療
費
の
支
出
が
増
え
非

常
に
厳
し
い
状
況
の
中
、
本
年

三
月
分
の
保
険
料
（
四
月
納
付

分
）
か
ら
、
京
都
支
部
の
健
康

保
険
料
率
は
9.33
％
へ
と
大
幅
な

引
き
上
げ
が
行
わ
れ
ま
す
。

（
＊
注
）
40
歳
か
ら
64
歳
ま
で

の
方
（
介
護
保
険
第
2
号
被
保

険
者
）
は
健
康
保
険
料
率
に
介

護
保
険
料
率
が
加
わ
り
ま
す

10
日

雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用

し
た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括

有
期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場

合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

31
日

健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出［

社
会
保
険
事
務
所
］

労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の

提
出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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三
月
は
卒
業
シ
ー
ズ
ン
、
新

た
な
人
生
の
ス
タ
ー
ト
を
切
る

門
出
の
と
き
で
す
。
社
会
人
と

し
て
、
未
知
の
世
界
に
飛
び
出

し
て
い
く
期
待
と
不
安
の
中
、

卒
業
し
た
の
は
何
年
前
で
し
ょ

う
か
。

し
か
し
、
今
年
度
新
規
学
卒
者

は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
就
職
氷

河
期
を
彷
彿
さ
せ
る
現
状
で
す
。

正
社
員
と
し
て
就
職
の
機
会

を
逃
し
、
非
正
規
雇
用
を
選
ば

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
多
く
の
若

者
に
つ
い
て
、
こ
こ
数
年
メ
デ
ィ

ア
が
大
き
く
取
り
上
げ
た
こ
と

は
、
記
憶
に
新
し
い
と
思
い
ま

す
。日

本
の
雇
用
制
度
で
あ
る
年

功
序
列
、
終
身
雇
用
制
度
が
崩

壊
し
つ
つ
あ
る
中
で
、
新
卒
一

括
採
用
に
つ
い
て
も
一
考
し
た

い
で
す
ね
。

（
ぎ
ん
）

三
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

編
集
後
記

Ｑ 平成２２年度に限り、体験雇用の機会を提供

した事業主に助成されると聞きました。

どのような助成金か教えて下さい。

Ａ 平成２２年度限りの時限措置として、就職先

が未決定の新規学卒者を体験的な雇用の機会

を設けた事業主に対し助成されるものです。正式に

は「新卒者体験雇用奨励金」といいます。

体験雇用は３１日間の有期雇用で、体験雇用開始

の日から１０日以内に職安に提出する「体験雇用実

施計画書」に基づいて実施します。体験雇用する事

業主は、事前に職安へ体験雇用求人を登録しておき

ます。

体験雇用の対象となる労働者は、次の①から⑤の

いずれにも該当していなければなりません。

① 平成２１年１０月から平成２２年９月末まで

に卒業したこと

② 雇入れ開始日現在で40歳未満であること

③ ハローワークに求職登録をしていること

④ 就職先が未決定であること

⑤ 体験雇用を経ることが適当であると職安所長

が認めること

また「体験雇用実施計画書」に記載する体験雇用

終了後の正規雇用への移行要件を満たした場合は、

特段の事情が無い限り、正規雇用に移行することに

なります。この場合は、改めて雇用契約書を締結す

ることになります。

体験雇用対象者１人当たり８万円の奨励金が支給

されます。なお、正規雇用への移行は、他の雇入れ

助成金の支給対象にはなりません。

体験雇用で奨励金受給

藤田社会保険労務士事務所

京都市伏見区小栗栖南後藤町6-31-408

TEL・FAX 075-571-8611

E-mail

k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

健康保険料率

介護保険料率

現行

現行

平成22年3月分～

平成22年3月分～

8.19％

1.19％

9.33％

1.50％

（＊注）


